
令和７年　地域の障害児支援体制の状況及び基本要件に関する取組の状況

あいりすえん

該当する中核機能強化加算＊1

外部の評価機関による外部評価
または、第三者が参画する形で自己評価

実施済み

同施設内で指定を受けている
サービス種類

児童発達支援
保育所等訪問支援
障害児相談支援
特定相談支援

同法人内で指定を受けている
サービス種類

児童発達支援
保育所等訪問支援
障害児相談支援
特定相談支援

＊1　基本要件と体制要件のすべてを満たしている場合、「中核機能強化加算Ⅰ」を算定可能。

１．公表内容（詳細）

項番 取組 詳細 項番 取組 詳細

1 市町村及び地域の関係機関との連携体制 4 ｲﾝｸﾙｰｼﾞｮﾝの推進体制

2
幅広い発達段階及び多様な障害特性に応じた専門
的な発達支援及び家族支援を提供する体制

5 支援の入口としての相談機能を果たす体制

3 地域の障害児通所支援事業所との連携体制 6 全従業者を対象とした年間の研修計画

2．概要（取組１～5について）＊2

＊2　表番号は、「1．公表内容（詳細）」における、各取組に付随した番号についての内容であることを示す。

表1 表3 　　　　　　　表5

表2 表４

自立支援協議会こども部会(幹事)及び障害児支援連
絡会(幹事）、児童発達支援ーセンター等連携会議に
参加しました。

保育所等訪問支援や千葉県障害児等療育支援事業
等により、幼児期及び学齢期の相談に対する発達支
援や家族支援、施設支援等を提供しました。

外部講師を招聘した研修会を開催し、専門的援助技
術の習得と関係者のネットワーク作りに取り組みまし
た。また、地域の障害児支援関係者等からの相談に
は随時応じるようにして、必要な情報提供やアドバイ
ス等を提供しました。

保育所等訪問支援や千葉県障害児等療育支援事業
等による施設・事業所支援に取り組みました。併行通
園や保育所等への移行を希望する利用者には、通
園先保育所等への定期的な訪問等による情報交換
に取り組みました。
障害児相談支援や千葉県障害児等療育支援事業等
により、支援サービスに繋がる前の当事者支援に取
り組みながら、当事者の希望に応じて福祉支援サー
ビスに関する情報提供や利用支援の提供に取り組
みました。

内部研修：事例検討会、人権研修、法人研修、外部
講師招聘講座、オンライン研修受講
外部研修：専門講座受講、他施設等見学

参加会議名 参加回数

市川市自立支援協議会こども部会(幹事会) ３回

市川市自立支援協議会こども部会(本会) ２回

児童発達支援センター等連携会議 ２回

障害児支援連絡会(幹事会) ４回

障害児支援連絡会(本会) ３回

項目 状況
専門職の配置 看護師 無

心理職 有
言語聴覚士 無
理学療法士 無
作業療法士 有

家族支援加算の算定 有
保育所等訪問支援実施数 ０回

事業等 状況 実施回数

地域障害児支援体制強化事業 未実施

障害児等療育支援事業 実施

事業所等が参加できる研修会 実施 １回

事業所を参集しての
情報共有の場

設定 １回

事業等 状況 対象者数
事業所間連携加算（Ⅰ）の算定
＊コア連携事業所として

未実施

事業等 状況
実施
対象者数

保育所等訪問支援契約 ０件

児童発達支援と保育所等の
併行通園
保育・教育等移行支援加算
（退所後）の算定

無

保育・教育等移行支援加算
（退所前）の算定

無

項目 状況

障害児相談支援の指定 有

障害児相談支援の契約数 ４件

相談支援専門員の数 １人

主任相談支援専門員の有無 有

協議会への定期的な参画の有無有


